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資産運用会社における金融商品取引業の登録申請等に関するお知らせ 
 
  本投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社である日本ビルファンドマネジメント株式
会社（以下、「本資産運用会社」といいます。）において、平成 19年 11月 27日に取締役会を
開催し、金融商品取引法第 29 条の 2 に基づく金融商品取引業（投資運用業）の登録申請を行
うこと、及び本登録申請にあわせて業務方法書の変更を行うことを決議しましたので、下記の

とおりお知らせいたします。 
 

記 
１．本登録申請の理由     
証券取引法等の一部を改正する法律附則第 159条第 2項の規定に基づき、本資産運用会社に
係る登録申請書類及び添付書類（業務方法書を含みます。）を関東財務局に提出するものです。 

 
２．業務方法書の変更内容 
金融商品取引法及び金融商品取引業等に関する内閣府令の施行に伴い、業として行う金融商

品取引行為の種類や投資運用業の種別、苦情の解決のための体制に関する事項等を追加するも

のです。また上記変更とともに法令改正等に伴う字句修正を行います。 
 
３．その他 
  本登録申請は平成 19年 11月 28日に行う予定です。 
 
４．今後の見通し 
  本投資法人の第 13期（平成 19年 12月期）の運用状況への影響はなく、業績予想の修正は
ありません。 

以 上 
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